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船舶事故調査報告書 

 

                               令和３年３月３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 令和２年６月２９日 ０９時２０分ごろ 

発生場所 秋田県男鹿
お が

市北浦漁港北東方沖 

 北浦港第４防波堤東灯台から真方位０４９°４.５海里（Ｍ）付近  

 （概位 北緯４０°００.５′ 東経１３９°５２.０′） 

事故の概要  漁船第三勇
ゆう

栄
えい

丸は、揚網中、甲板員が揚網機に巻き込まれて負傷し

た。 

事故調査の経過  令和２年７月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三勇栄丸、１０トン 

 ＡＴ２－１１３２（漁船登録番号）、個人所有 

 １４.１０ｍ（Lr）×３.９６ｍ×１.０３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３３０ｋＷ（動力漁船登録票による）、昭和５８

年７月３０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５０年４月１０日 

  免許証交付日 平成２９年８月３０日 

         （令和５年８月１１日まで有効） 

甲板員Ａ 男性 ８４歳 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西北西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員Ａほか２人が乗り組み、５ヶ統の底建網

（定置網）の揚網作業を行う目的で、令和２年６月２９日０５時００

分ごろ北浦漁港を出港した。 

本船は、船首側及び船尾側に１つずつローラを有する同型の両頭型

揚網機が前部甲板及び後部甲板に設置されており、船長が、船首部で

指揮を執りながら他の乗組員３人と共に各ローラの配置につき、４ヶ

統目の揚網作業として底建網に連結されているロープを巻き揚げてい
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た。 

（写真１～写真２ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲板員Ａは、後部甲板の揚網機の船尾側ローラ（以下「本件ロー

ラ」という。）の右舷船尾角付近でロープに対してほぼ正対し、左手

が本件ローラ中心から約５０cm 離れた位置で口径約１２mm の合成繊

維索を外径約１５０mm の本件ローラに３～４巻きして揚網中、０９時

２０分ごろ本件ローラ上でロープが絡まって逆巻き状態となった直

後、反射的につかんでいたロープを放す間もなく、ゴム手袋をしてい

た左手小指がロープとロープの間に挟まり、更に左肘付近まで巻き込

まれた。 

（写真３ 参照）  

 

 

ローラ 

 

ローラ 
揚網機 

ローラ 

写真１ 本船全景 

甲板員Ａ 

船長 

甲板員 

甲板員Ｂ 

船尾方 

船首方 

Φ約 220mm 
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写真２ 両頭型揚網機 

ガイドバーＡ間で約 640mm 

ガイドバーＡ 

ローラ制御レバー 
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後部甲板の揚網機の船首側ローラで作業をしていた甲板員Ｂは、甲

板員Ａの叫び声を聞き、直ちに揚網機上部に設けられたローラ制御レ

バーを操作して逆回転させて甲板員Ａを救出した。 

船長は、携帯電話で甲板員Ａの家族に電話し、救急車の要請を依頼

するとともに、本船を北浦漁港に帰航させた。 

甲板員Ａは、北浦漁港に到着した後、救急車及びドクターヘリによ

って秋田市内の病院に搬送され、左肘関節脱臼、左肘外側・内側側副

靱帯断裂及び左小指末節骨開放骨折と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

本件ローラを含む揚網機のすべてのローラは、本事故発生時、経年

劣化によって荷重の掛かる根元部分に深さ約６mm、幅１２mm の溝がで

きている状態であった。 

甲板員Ａによれば、本件ローラにロープを３～４巻きして巻き揚げ

ていたが、溝部分にはまり込んだロープがスムーズにローラ先端方向

に移動しなかったので、ロープが重なって逆巻き状態となり、ゴム手

袋をしていた左手小指が挟まれて巻き込まれた。 

船長は、本事故後、ロープが重なって逆巻き状態とならないよう

に、修理業者に依頼して各ローラにできていた溝部分を電気溶接にて

肉盛り補修を施した。 

 本船の揚網機には、ローラの根元部にロープを巻き込まないように

するため及びすれ防止のためのガイドバーＡが取り付けてあったが、

他の地域の漁船で見受けられるロープの逆巻防止用のガイドバーＢが

取り付けられていなかった。 

（写真４及び図１ 参照） 

写真３ 指が挟まれたときの状況 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり  

あり 

なし 

本船は、北浦漁港北東方沖において、甲板員Ａがゴム手袋をした左

手を本件ローラの中心から約５０cm 離れた位置でロープを持って揚網

中、ロープが逆巻き状態となった際、つかんでいたロープを反射的に

ガイドバーＢが巻き初めの

ロープをローラの傾斜部に

案内する 

ローラ 

先端方向に押す力 

図１ ガイドバーＢの設置状況 

写真４ 修理後のローラの状況及びガイドバーＢの推奨設置位置 

電気溶接にて肉盛り加工部分 

ガイドバーＢ 

ローラ根元にロープを巻

き込まないようにするた

め及びすれ防止のガイド

バーＡ 
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放すことができなかったことから、左手小指がロープに挟まり、さら

に左肘付近まで巻き込まれて負傷したものと考えられる。 

本船は、本件ローラが経年劣化によって荷重がかかる根元部分に深

さ約６mm、幅約１２mmの溝ができた状態でロープを３～４巻きして揚

網中、溝部分にはまり込んだロープがスムーズに本件ローラの先端方

向に移動しなかったことから、ロープが重なって逆巻き状態となった

ものと考えられる。 

原因 

 

本事故は、本船が、北浦漁港北東方沖において、甲板員Ａがゴム手

袋をした左手を本件ローラの中心から約５０cm 離れた位置でロープを

持って揚網中、ロープが逆巻き状態となった際、つかんでいたロープ

を反射的に放すことができなかったため、左手小指がロープに挟ま

り、さらに左肘付近まで巻き込まれたことによって発生したものと考

えられる。  

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・ローラ付近で揚網作業等を行う者は、ロープが逆巻き状態となっ

た場合、巻き込まれる前にロープを持った手をすぐに放すことが

できる余裕のある距離で作業を行うこと。 

・船舶所有者は、ローラを定期的に点検し、経年劣化によって表面

に溝を生じている箇所があれば、表面を平滑に補修すること。 

・船舶所有者は、揚網機の適正な場所にロープの逆巻防止用のガイ

ドバーを設置することが望ましい。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北浦港第４防波堤東灯台 

青森県 

事故発生場所 

（令和２年６月２９日  

０９時２０分ごろ発生） 

北浦漁港 

男鹿市 

秋田県 


